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香芝市立学童保育所指定管理者募集実施要項 

 

  香芝市（以下「本市」という。）が行う放課後児童健全育成事業の実施場所

（以下「学童保育所」という。）の管理及び運営に関する業務（以下「管理運

営業務」という。）を効果的かつ効率的に実施するため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び香芝市立学童保育所条例（平

成２年条例第７号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定により指定管

理者を募集する。ただし、同一の指定管理者が全ての学童保育所の管理運営

業務を行うこととするため、学童保育所を個別に選択して申請することはで

きないものとする。 

  参加者は、これまでのノウハウをいかし、学童保育所の基本理念を踏まえ、

公共施設としての管理及び運営（以下「管理運営」という。）について、独創

的かつ恒常的な安定経営を目指した運営方法、運営経費の縮減等に関する創

意ある提案をするものとする。 

 

１ 指定管理者の指定期間 

 ⑴ 指定期間は、令和９年４月１日（木）から令和１４年３月３１日（水）

までの５年間とする。 

 ⑵ 本市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により適切な管理運営業務が

困難になった場合又は指定管理者の財政状況が著しく悪化し、指定に基づ

く管理運営業務の継続が困難と認められる場合は、指定期間中であっても

指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。この場合において、

指定管理者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。 

 ⑶ 指定管理者は、不可抗力その他本市又は指定管理者の責めに帰すること

ができない事由により管理運営業務の継続が困難となった場合は、本市と

指定管理者との間で管理運営業務の継続の可否について協議するものとす

る。この場合において、本市は、協議の結果から、継続が困難と判断した

ときは、指定期間中であっても指定管理者の指定を取り消すことができる

ものとする。 

 ⑷ 本市は、香芝市立小学校（以下「学校」という。）の統廃合に伴って学童

保育所を統廃合する場合は、当該統廃合に伴い閉所される学童保育所にお

ける指定管理者の指定期間を短縮できるものとする。 

 

２ 申請資格 

 ⑴ 基本事項 

   指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理運営することのできる法人その

他の団体（以下「法人等」という。）とする。 

 ⑵ 申請者の制限 
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   次に該当する法人等は、指定管理者の指定に係る申請（以下「申請」と

いう。）をすることができないものとする。 

  ア 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、本市、香芝市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）又は他の地方公共団体から指定管

理者の指定を取り消され、当該処分を受けた日から起算して２年を経過

しない法人等 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項

各号に規定する法人等 

  ウ 申請書類を提出した日において、本市の一般競争入札の参加停止、指

名競争入札の指名停止等の措置を受けている法人等 

  エ 国税又は地方税を滞納している法人等 

  オ 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)の規定により再生手続開始を

申し立て、若しくは申し立てられた法人等又は会社更生法(平成１４年法

律第１５４号)の規定により更生手続開始を申し立て、若しくは申し立て

られた法人等(ただし、民事再生法の規定により再生計画認可又は会社更

生法の規定により更生計画認可の決定を受けた法人等を除く。) 

  カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  キ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制

下にある法人等 

  ク カ及びキ並びにそれらの構成員（以下「暴力団等」という。）の利益と

なる活動（暴力団等と取引し、資金を供給し、便宜を供与する等積極的

に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。以下同じ。）

を行う法人等 

  ケ 役員等（法人にあっては役員（非常勤である者を含む。）支配人及び支

店又は営業所（常時建設工事等、物品及び役務関係業務の契約に関する

業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たない団

体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはそ

の者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力

団等の利益となる活動を行う法人等 

  コ 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等で

あることを知りながら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするよう

な交友関係をいう。）を継続的に有している法人等 

  サ 役員等に破産した者又は刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の

６又は第１９８条に規定する罪を犯し、刑に処せられた者がいる法人等 

  シ 市長、副市長、教育長、香芝市議会議員又は地方自治法第１８０条の

５第１項に規定する委員会の委員が、無限責任社員、取締役、執行役若
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しくは監査役又はこれらに準ずべき者並びに支配人及び清算人（以下「無

限責任社員等」という。）に就任している法人等（ただし、香芝市議会議

員以外の者について、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるもの

の２分の１以上を出資している法人等の無限責任社員等に就任している

場合を除く。） 

 

３ 指定管理者の公募及び選定に関する事項 

⑴ 申請に関して必要となる経費は、全て申請者の負担とする。 

⑵ 募集要項及び仕様書の配布等 

ア 配布期間  

 令和８年６月２６日（金）午前８時３０分から同年７月６日（月）午後５

時００分まで 

イ 配布場所  

 香芝市ホームページ 

ウ 配布方法  

 香芝市ホームページにて公開 

   

４ 質問事項の受付及び回答 

⑴ 質問の提出 

  ア 受付期間 

   令和８年７月１３日（月）午前８時３０分から同月１５日（水）午後５

時００分まで 

  イ 受付方法  

   質問票（第１号様式）をＦＡＸ又は電子メールのいずれかの方法で提出

（口頭による質問は、受け付けない。） 

  ウ 受付場所  

   香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

   ＦＡＸ：０７４５－７９－７５３２ 

   Ｅmail：hoiku@city.kashiba.lg.jp 

 ⑵ 質問に対する回答 

  ア 回答方法  

   香芝市ホームページにて質問及び回答を掲載（質問者は、明示しない。） 

  イ 回答日 

   質問票を受理した日から令和８年７月２１日（火）まで 

   

５  申請書類の受付 

 ⑴ 受付期間  

  令和８年７月２７日（月）８時３０分から同年７月３１日（金）１７時０
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０分まで（必着） 

 ⑵ 受付場所  

  香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

 ⑶ 提出部数  

  正本１部及び副本１３部（複写可） 

 ⑷ 提出方法  

  持参又は郵送（書留郵便）による提出 

 ⑸ 申請書類について 

  ア 本市は、審査の結果の公表その他必要な場合には、申請書類の全部若

しくは一部を無償で使用し、又は申請書類の内容を複製し、若しくは改

変して使用できるものとする。 

  イ 申請者から提出された申請書類は、返却しない。 

  ウ 申請者から提出された申請書類について、明白な記載内容の誤り又は

軽微な文言の修正を除き、当該申請書類を提出した後における内容の変

更は、認めないものとする。 

  エ 明白な記載内容の誤り又は軽微な文言の修正を希望する場合は、事前

に本市へ申し出るものとする。 

  オ 本市が保持する申請書類（正本１部）については、香芝市情報公開条

例（平成１２年条例第２８号）第２条第２項の行政文書の対象とする。 

   

６ 指定管理者の候補者の選定 

 ⑴ 指定管理者選定委員会の設置 

   指定管理者の適正かつ公正な選定等を行うため、香芝市指定管理者選定

委員会（以下「委員会」という。）を設置し、審査基準（別紙２及び別紙３）

に基づいて総合的に審査する。 

 ⑵ 失格事項 

   申請者が次の要件に該当した場合は、その者を審査選定の対象から除外

する。 

ア 申請者、申請者の関係者等が審査に対する不当な要求を行った場合又は

委員会の委員に個別に接触した場合 

イ 提出した書類に虚偽又は不正があった場合 

ウ 複数の事業計画等を提出した場合 

エ 申請書類の受付期限までに申請書類が整わなかった場合 

オ その他不正行為があった場合 

カ 「２⑵ 申請者の制限」に規定する申請者の制限に該当することが判明

した場合 

 ⑶ 第１次審査 

  ア 開催日時  
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   令和８年８月上旬（後日、申請者に対し、詳細を通知予定） 

  イ 開催場所  

   香芝市福祉センター内会議室（後日、申請者に対し、詳細を通知予定） 

  ウ 審査結果  

    第１次審査の結果は、令和８年８月中旬に全ての審査参加団体へ自己

の結果のみ通知する。ただし、選定結果の問合せには、応じないものと

する。 

  エ その他   

  （ア）委員会の委員の平均点が６０点未満（合計１００点満点の６割未満）

の場合は、選考の対象外とする。 

  （イ）委員会において、事業計画書等の提案内容が他と比較して優秀であ

ると認められる法人等を第２次審査の対象として選定する。 

  （ウ）申請の件数が５件以下の場合は、第１次審査は行わない。 

 

 ⑷ 第２次審査 

   第１次審査を通過した法人等は、第２次審査を受けることができる。 

   なお、第２次審査の開催日時、実施方法等の詳細は、後日、通知するも

のとする。 

  ア 開催日時  

   令和８年８月中旬（後日、参加する法人等（以下「参加法人等」という。）

に対し、詳細を通知予定）   

    第１次審査を実施しない場合は、令和８年８月上旬とする。 

  イ 開催場所  

   香芝市福祉センター内会議室（後日、参加法人等に対し、詳細を通知予

定） 

  ウ 審査結果  

  （ア）第２次審査の結果は、審査が終了した後、速やかに参加法人等に通

知する。 

  （イ）指定管理者の候補者（以下「候補者」という。）のほかに、第２順位

者及び第３順位者を決定し、候補者が審査の失格事項に該当した場合、

協定の締結において不備が生じた場合等は、第２順位者を候補者とす

る。 

  （ウ）委員会の委員の平均点が２２２点未満（合計３７０点満点の６割未

満）の場合は、選考の対象外とする。 

 

７ 選定結果等の公表 

  委員会における審査の結果等は、香芝市ホームページにて公表する予定と

し、公表する内容については、申請者の名称、審査の結果（評価点数を含む。）、
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候補者の名称、選定の理由等とする。 

 

８  仮協定書の締結 

  本市は、本市と候補者との間において、仮協定書を締結する。 

    

９ 指定管理者の指定 

  候補者に選定された法人等は、香芝市議会の議決を経て指定管理者として

指定する。 

  なお、香芝市議会により否決された場合において、候補者が支出した費用

等については、補償しない。 

 

１０ 提出が必要な申請書類 

  指定管理者の指定を受けようとする法人等は、次に掲げる書類を提出しな

ければならない。申請書類は、原則として日本産業規格Ａ列４番とする。 

  なお、必要に応じて、追加資料の提出を求める場合がある。  

 ⑴ 学童保育所指定管理者申請書（第２号様式。以下「指定管理者申請書」

という。） 

 ⑵  香芝市立学童保育所事業計画書（第３号様式。以下「事業計画書」とい

う。）（事業計画書の記載要領については、「１１ 事業計画書の記載要領」

を参照すること。） 

  ア 経営体制等に関する事項 

  イ 組織体制等に関する事項 

  ウ 管理業務等に関する事項 

  エ 運営業務等に関する事項 

 ⑶  誓約書（第４号様式） 

 ⑷ 法人等の定款若しくは寄付行為又はこれらに準ずる書類 

 ⑸ 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書（申請した日の前３月以内に取得

したもの） 

 ⑹  指定管理者申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支

予算書又はこれらに準ずる書類 

 ⑺ 指定管理者申請書を提出する日の属する事業年度の直近３年間の事業報

告書、収支決算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準

ずる書類（指定管理者申請書を提出する日の属する事業年度の直近３年間

の事業報告書等が作成されていない法人等にあってはその設立時以降にお

ける事業報告書等とし、指定管理者申請書を提出する日の属する事業年度

に設立された法人等にあってはその設立時における財産目録又はこれらに

準ずる書類） 

 ⑻ 損益計算書（売上、粗利益、粗利益率、主要な経費科目、経常利益等） 
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 ⑼ 貸借対照表（現預金、売掛金、買掛金、借入金等）についての対前年及

び対前々年の３年間比較で、変動原因又は理由が分かる簡潔明瞭な説明資

料（１００万円単位の表示） 

 ⑽ 役員等の名簿（氏名、生年月日及び住所又は居所を記載したものをいう。）

及び履歴を記載した書類 

 ⑾ 法人等概要書（第５号様式）及び法人等の概要が分かるパンフレット等 

 ⑿ 国税及び地方税の各納税証明書（指定管理者申請書を提出する日の属す

る事業年度の直近年の滞納がないことの証明書） 

 ⒀ 収支計画書（第７号様式）、自主事業収支計画書（第８号様式）及び当該

積算の参考資料 

 

１１ 事業計画書の記載要領 

  事業計画書の記載は、次に掲げる事項とし、１項目１ページ程度かつ全体

で３０ページ以内に記載すること。 

  なお、カラー印刷、写真、イラスト、グラフ等の使用は、認めるものとす

る。 

 ⑴ 経営体制等に関する事項 

  ア 管理運営の総合的な基本方針について 

  イ 経費縮減のための工夫及び考え方について 

  ウ 保育料収入、指定管理料等の収入合計額が、管理運営経費の支出総額

より上回った場合の配分の考え方について 

  エ 自己評価の考え方について 

  オ 類似業務の実績について 

  カ 自己の都合により施設運営が困難となった場合の対応について 

 ⑵ 組織体制等に関する事項 

  ア 運営責任者、指導員等の業務に関する基本的な考え方について 

  イ 指導員の配置計画及び人材確保の考え方について 

  ウ 指導員の人材育成の考え方について 

 ⑶ 管理業務等に関する事項 

  ア 施設管理に関する基本的な考え方について 

  イ 児童の健康管理、事故防止等に関する考え方について 

  ウ いじめ及び虐待の防止に関する考え方について 

  エ 緊急時における危機管理体制に関する考え方について 

  オ 利用料金の設定、徴収及び管理に関する考え方について 

  カ 個人情報保護に関する考え方について 

 ⑷ 運営業務等に関する事項 

  ア 児童の発育段階に応じた保育の取組に関する考え方について 

  イ 施設の公平かつ公正な利用の考え方について 
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  ウ 利用者の要望、苦情等の把握及び業務への反映の考え方について 

  エ 開所日及び開所時間に関する考え方について 

  オ 実費であるおやつ、教材の提供等に係る経費の考え方について 

  カ 学校及び地域との連携並びに保護者支援の考え方について 

  キ 自主事業の取組に関する考え方について 

 

１２ 辞退 

  「１０ 提出が必要な申請書類」の書類を提出した後に指定管理者の指定

を辞退する場合は、辞退届（第６号様式）を提出すること。 

 

１３ 協定書の締結 

  香芝市議会の議決を経て、指定管理者に指定した法人等と仮協定書に基づ

き、協定書を締結する。協定は、指定期間を通じての「基本協定」及び年度

ごとの「年度協定」に分けて締結する。 

  なお、年度協定書の効力発生日は、令和９年４月１日（水）とし、協定書

の主な項目は、次のとおりである。 

 ⑴ 基本協定書 

  ア 業務内容に関する事項 

  イ 管理物件に関する事項 

  ウ 指定期間に関する事項 

  エ 指定管理料に関する事項 

  オ 学童保育所利用に関する事項 

  カ 情報公開に関する事項 

  キ 個人情報保護に関する事項 

  ク 保育料に関する事項 

  ケ モニタリングに関する事項 

  コ リスク分担に関する事項 

  サ 業務報告及び事業報告に関する事項 

  シ 指定の取消し及び管理運営業務の停止に関する事項 

  ス その他市長が必要と認める事項 

 ⑵ 年度協定書 

  ア 当該年度の業務内容に関する事項 

  イ 当該年度に本市が支払う指定管理料に関する事項 

  ウ その他市長が必要と認める事項 

 

１４ 実績評価に関する事項 

  本市は、指定期間中に実績評価を行う。 

 ⑴ 報告書の提出 
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   指定管理者は、毎月の利用者数、保育料収入の実績、アンケートの結果、

苦情、要望等の内容について、業務報告書を翌月末までに本市に提出する

ものとする。 

 ⑵ 利用者アンケート等の実施 

   指定管理者は、定期的に施設の利用者から意見、満足度等を聴取し、本

市と協議の上、利用者アンケート等を実施するものとする。 

   なお、本市は、指定管理者の管理運営業務の遂行状況等を確認する必要

があるときは、指定管理者に対し、利用者アンケート等を実施させること

ができるものとする。 

 ⑶ 自己評価の実施 

   指定管理者は、利用者アンケート等の結果及び利用実績の分析により自

己評価を行い、本市に報告するものとする。 

   なお、実施時期、自己評価項目等については、本市及び指定管理者が協

議の上、別途定めるものとする。 

 ⑷ 実績評価 

   本市は、業務報告書の検査により、指定管理者が管理運営業務の基準を

満たしていないと判断した場合は、指定管理者に対し必要な改善措置を講

ずるよう通知又は勧告を行い、当該通知又は当該勧告を行ってもなお管理

運営業務の改善がされない場合は、指定管理者の指定を取り消すことがで

きるものとする。 

 

１５ その他 

 ⑴ 本市及び指定管理者との責任の分担 

   本市と指定管理者との責任の分担は、原則として次表のとおりとする。  

   ただし、次表に定める事項に疑義がある場合又は定めのないリスクが発

生した場合は、本市及び指定管理者が協議の上、決定するものとする。 

項 目 本市 指定管理者 

施設（建物、工作物、設備等）の保守点検  ○ 

施設及び設備の維持管理  ○ 

安全衛生管理  ○ 

入所申請の受付及び許可  ○ 

事故、火災等による施設及び備品の損傷 

 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

 上記以外の場合 ○  

施設利用者の被災に対する責任 

 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

 上記以外の場合 ○  

第三者への損害（周辺住民等への損害） 
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 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

 上記以外の場合 ○  

 不可抗力（テロ、暴動、天災等による損害等） ○ ○ 

管理施設の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

 １件当たり１０万円を超えない場合  ○ 

 上記以外の場合 ○  

施設の火災共済保険の加入 ○  

施設賠償責任保険の加入  ○ 

物価又は人件費の上昇（賃金水準の変動、入所

児童数の変動による配置職員の増加等） 

 
○ 

金利の上昇  ○ 

施設の利用不能等による保育料収入の減少 

 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

 上記以外の場合 ○  

減免による保育料収入の減少 

 災害により減免利用者が大幅に増加した場合 ○  

 上記以外の場合  ○ 

 管理運営業務が終了した時の撤去費用等  ○ 

 備考 「施設の火災共済保険の加入」について、本市が借り上げた施設にお

いては、当該施設の所有者が火災共済保険に加入することにより対応する。 

 

 ⑵ 事業の継続が困難となった場合の措置   

  ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

    本市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理運営業務の継

続が困難となった場合は、指定管理者の指定を取り消すことができるも

のとする。この場合において、本市に生じた損害については、指定管理

者が賠償するものとする。 

  イ 本市及び指定管理者の双方の責めに帰することのできない事由による

場合 

    不可抗力等、本市及び指定管理者の双方の責めに帰することができな

い事由により、管理運営業務の継続が困難になった場合は、本市は、事

業継続の可否について指定管理者と協議するものとする。ただし、本市

は、一定期間内に協議が整わないときは、書面を事前に指定管理者に通

知することにより、協定を解除し、指定管理者の指定を取り消すことが

できるものとする。 

 ⑶ 引継業務 

   指定管理者は、次の指定管理者が円滑かつ支障なく、各施設の管理運営
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業務を遂行できるよう引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を提供

しなければならない。 

 ⑷ 管理運営業務の委託 

   指定管理者が行う管理運営業務を一括して第三者に委託し、又は請け負

わせることは、できないものとする。ただし、管理運営業務のうち、清掃

及び警備の一部の業務については、本市の承認を得た上で、第三者に委託

することができる。 

 ⑸ 災害対策本部機能の併用 

   本市において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合にお

いてその対策を必要とするときは、各施設の管理運営業務を停止し、災害

応急対策を実施する場合があることに留意すること。 

 ⑹ 個人情報の取扱い 

   指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、

香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２３号）そ

の他法令等に定めるもののほか、別紙１「個人情報取扱特記事項」を遵守

しなければならない。 

 ⑺ 情報の公開 

   指定管理者は、香芝市情報公開条例に基づき、各施設の管理に関して保

有する情報について、公開に関する規定を整備する等、情報公開に対応し

なければならない。 

 

１６ 問合せ先 

〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目３７４番地１ 

香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

電話番号：０７４５－４４－３３３０（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ：０７４５－７９－７５３２ 

Ｅ m a i l：hoiku@city.kashiba.lg.jp 

 

１７ 参考資料   

 ⑴ 香芝市立学童保育所条例 

 ⑵ 香芝市情報公開条例 

 ⑶ 香芝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第１５号） 

 ⑷ 香芝市立学童保育所条例施行規則（平成２７年規則第６号） 

 ⑸ 香芝市立学童保育所（放課後児童健全育成事業）運営指針 

 ⑹ 学童保育所一覧表 

 ⑺ 学童保育所入所状況等一覧表 
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 ※ ⑴から⑷までは、香芝市ホームページ「例規検索システム」から閲覧可

能 

  例規検索システム：https://krk411.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 

 ※ ⑸から⑺までは、保育幼稚園課の窓口にて提供可能 

 

 

 


